
令和７年５月号 １１０番は緊急電話 相談ごとは♯９１１０則松交番だより

折尾警察署

093-691-0110
則 松 交 番

広
報
則
松

折尾警察署
ホームページ

困ったときは、折尾警察署又は消費生活センター(消費者ホットライン📞188)までご相談ください。

“給湯器や屋根の無料点検”にもご注意ください
○ リフォーム業者が突然訪問し、無料点検を持ち掛けるなどして、故意に屋
根の瓦等を壊したり、「このままでは壊れる」などと不安をあおり、高額な給
湯器の交換や屋根の契約を迫るトラブルも増加しています。

○ もし訪問を受けても、「安易に自宅に入れない」「その場
では点検させない・契約しない」よう注意しましょう。

○ 「何でも買い取ります」といって訪問した業者が、「貴金属も見せてほ
しい」等と話し、目を離した隙に、指輪などの貴金属を持ち去ったり、安
価で強引に買い取ろうとする事案が県内で発生しています。
○ 業者から電話が架かってきても、安易に訪問を承諾せず、突然訪問し
てきても家に入れないようにしましょう。

訪問販売･訪問購入のトラブルにご用心

悪質な訪問購入トラブルが増加しています

４月１１日午前１１時ころ、則松七丁目
にある駐車場で鎌を持った
４０歳代の男が、別の男性
を威嚇するなどしたため、
正当な理由なく刃物を携帯
したとして、この男性を

銃砲刀剣類等取締法違反で
現行犯逮捕しました。

４月１２日午前０時１０分ころ、夕原町
の歩道を徒歩で帰宅していた男性に、
後方から原付バイクが衝突しました。
原付バイクから降りてきた男２人が

ぶつかられた衝撃で転倒した男性に対
して「金を出せ」と要求し、男性から
現金を奪う強盗事件が発生しました。

【もし被害に遭ってしまったら】
・ 犯人の人数や着衣、使用車両等の特徴を覚えましょう
・ 逃走した方向を確認しましょう
・ なるべく早く１１０番通報しましょう

（自分で通報できない場合は他の人に依頼）


